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都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部） 御中 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

 

 

保険料水準統一加速化に向けた支援パッケージについて（周知） 

 

 

 国民健康保険制度の運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上

げる。 

厚生労働省では、平成30年度の国保制度改革以後、国保財政の都道府県単位化の趣旨の深

化を図るため、各都道府県の保険料水準の統一に向けた取組を推進しており、昨年10月に「保

険料水準統一加速化プランの送付について」（令和５年10月18日付け厚生労働省保険局国民

健康保険課事務連絡）により「保険料水準統一加速化プラン(以下「加速化プラン」という。)」

をお示ししたところである。 

被保険者数の減少や小規模保険者の増加等が進む中、将来にわたり国保財政を安定的に運

営していくためには、完全統一の早期実現を目指して保険料水準の統一を加速化する必要が

あるところ、「経済財政運営と改革の基本方針2024」（令和６年６月21日閣議決定）におい

ても、国民健康保険制度について、都道府県内の保険料水準の統一を徹底すること等が明記

されたところである。 

 今般、上記の内容等を踏まえ、各都道府県における保険料水準の統一について、さらなる

加速化に向けて取り組んでいただくため、加速化プランを別添のとおり改定するとともに、

統一加速化に向けた取組面や財政面における支援パッケージの概要について、別添のとおり

とりまとめましたので、ご了知いただくとともに、貴管内の市町村（特別区を含む。）への

周知方よろしくお願いする。 


